
令和４年１１月４日

主催者 砺波市、砺波市男女共同参画推進員連絡会

開催日時・期間
令和４年１１月１１日（金）～２５日（金） 日没～午後１０時

※11月 11日は午後6時点灯

場所
チューリップタワー

（砺波チューリップ公園（砺波市花園町１－３２）内）

行事又は

事業の概要

・国が主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月１２

～２５日）にあわせ、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープ

ルリボンにちなみ、本市のシンボルであるチューリップタワーを紫色

にライトアップすることで、市民への啓発を図るもの。

・パープル・ライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を

広く呼びかけるとともに、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まず

は相談をしてください。」というメッセージが込められている。

・令和4年4月から運用の「砺波市男女共同参画推進計画（第4次）」

における重点的取組事項の一つとして新たに実施するもの。

・１１月１１日（金）午後６時に点灯

チューリップタワー前で男女共同参画推進員が啓発用の看板を

設置し、点灯を見守る。（雨天決行）

文化会館の利用者に啓発チラシを配布する。（午後6時～7時）

特記事項

・パープル・ライトアップは、全国のタワーや商業施設、お城などで

実施されている。今年度、県内ではタワー１１１、環水公園を含め

３か所で実施。

・啓発のためのチューリップタワーのライトアップは、令和 3 年

8月 16日～9月２６日に、新型コロナウイルス感染症警戒レベル

ステージ３周知以来。

問合せ先

砺波市男女共同参画推進員連絡会 事務局

企画政策課 中島

電話番号 ０７６３－３３－１１４５ （直通）

電話番号 ０７６３－３３－１１１１ （内線２０３）

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた

チューリップタワーのパープル・ライトアップ

記者発表資料

ポイント箇所 下 線

新規事項 波 線


